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中国商務部弁公庁は 2010 年 8 月 19 日、「外商投資企業によるインターネット、自動販売機方式での販売への審査に関

する通知」（商資字[2010]272 号）を公布し、外資企業のインターネット販売に関する条件等を明確にしました。今回はこの

通知の内、インターネット販売に関する主な内容を掲載します。 

 

○ 外資企業のインターネット販売に関する条件等 

項目 内容 

販売資格 
法に基づく許可・登記登録を経た外資による生産型・小売・卸売企業は、直接ネット上での販売業務

に従事できる 

審査・認可   

の権限 

ネット販売を 専門と す る外 資企 業の設 立申 請は、 省レベルの 商務 部門が 審査 ・認可 する      

※従来は国家（商務部）による認可事項 

販売形態別の  

申請・届出事項 

・自社サイトに他社（ショップ等）を呼び込み、そこで取引を成立させる形態                     

工業情報化部門に「付加価値電信業務経営許可証（ＩＣＰライセンス）」の申請・取得が必要     

※ＩＣＰライセンス取得には、最低資本金や出資比率等に対する以下制限あり              

     ＜最低資本金＞  全国的な活動を行う場合    ・・・1,000 万人民元 

                 省内での活動に限定する場合 ・・・100 万人民元 

     ＜出資比率＞   外資企業の比率         ・・・50％以内 

 

・自社サイトで直接自社商品を販売する形態                                                   

電信管理部門への届出のみで、上記ライセンス申請、取得は不要 

許可証の開示 

ウェブサイトトップページまたは、経営活動に従事するページの目立つ位置に営業許可証を公開しな

ければならない                                                     

※精製油、原油、図書、雑誌、新聞や薬品等を対象とする場合、更にその経営認可証の情報及び明              

確に識別できる写真または電子リンクの公開も必要 

顧客の保護 

・合理的な商品返品・交換制度を構築し、販売記録を保管しなければならない 

・消費者のプライバシーと商売上の秘密を保護しなればならない 

・「消費者権利保護法」「製品品質法」等の関連法規を遵守しなければならない 

 

インターネット販売業務へのライセンス審査が厳しい中国では、これまで外資企業によるインターネット販売業への参入

は困難でした。しかし、本通知による独資企業への開放措置は、中国でのインターネット販売を検討する外資企業にとって、

朗報といえるでしょう。 


